
令和８年度 都立学校小口・緊急修繕工事店 

【継続】登録の御案内 

  

 

      

 

 

 

１ 申込期間 

令和８年３月１３日（金）～令和８年４月１５日（水） 

 

２ 申込方法 

当機構ホームページの「工事店の方＞都立学校小口・緊急修繕工事概要」

画面下部にある、「継続登録工事店の皆様はこちら」から、登録申込フォ

ームより、お申し込みください。 

URL：https://www.tepro.or.jp/construct/repair/ 

 

３ 登録期間 

令和８年７月１日～令和９年６月３０日 

 

４ 担当  

公益財団法人東京都教育支援機構 第二事業部 施設課 庶務担当 

メール：sisetuka@tepro.or.jp 

電 話：03-5989-1682（直通） 平日 9～17時 

 

※ 担当部署名は、４月１日より「第三事業部施設課」に変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 東京都教育支援機構 

〒164-0011 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 11階 

 

https://www.tepro.or.jp/construct/repair/
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令和８年度「都立学校小口・緊急修繕工事店」継続登録の御案内 

          

公益財団法人東京都教育支援機構（以下「機構」という。）は、東京都教育委員会より、都立学校

で日常発生する400万円（消費税相当額を含む。）までの緊急修繕や教育環境整備等に関する小口・

緊急修繕工事等の施設維持管理業務を受託しており、令和 8 年度においても受託する予定となって

おります。 

つきましては、本業務の実施に当たり、当機構の「都立学校小口・緊急修繕工事店」としての継続

登録希望の有無及び継続希望の場合の申込手続き等について下記のとおり御案内いたします。 

 

記 

 

１ 工事店登録制度の目的 

「都立学校小口・緊急修繕工事店」には、都立学校の施設担当者等と日時を調整して、校内や敷

地内に入り、限られた時間・期間で、現場調査や修繕工事を行っていただきます。 

また、施工中も、学校内では教育活動が行われている場合が多いため、児童・生徒等の安全確保

にも配慮いただきます。 

さらに、定時制課程のある学校や部活動等もあることから、夜間や休日にも工事を行っていた

だくことがあります。 

こうした実状を踏まえ、機構では、都立学校等での修繕実績があり、迅速かつ的確に工事を行う

ことができる工事店をあらかじめ募集・登録する制度を設け、随時、施工対応いただける体制をと

っています。 

 

２ 「都立学校小口・緊急修繕工事店」継続登録の希望の有無について 

令和８年度の都立学校小口・緊急修繕工事店の継続登録の希望の有無について、登録申込フォ

ームから回答ください。継続を希望される場合は、必要事項を入力し、添付書類を提出してくださ

い。希望されない場合は、最初に「希望しない」をチェックするだけで結構です。 

なお、申込期限内に回答がない場合は、継続の希望が無いものとして扱います。 

 

３ 「都立学校施設維持管理システム」における工事店登録情報の確認について（以下「システム」

という。） 

  登録を継続して希望される場合は、令和７年度の貴社の業種名や工事店担当地区について確認

ください。その際、特に変更を希望されない場合は、登録申込フォームで「変更なし」を選んでく

ださい。貴社の登録状況を確認する方法は、登録申込フォームに掲載する資料（工事店登録情報の

確認方法）を御覧ください。 

 

４ 工事店登録後の契約期間 

令和８年７月１日から令和９年６月３０日まで 

※ 登録工事店として審査・決定後、改めて機構との工事店契約を締結していただきます。 

（詳細は、「６ 工事店契約」を参照）。 

※ 契約期間である令和９年４月1日から令和９年６月３０日までの、工事店契約については、

機構と東京都教育委員会における令和９年度の業務委託契約が成立した場合に限り、継続

することとなります。 
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５ 継続登録を希望する場合の手続 

（１）継続登録要件 

令和８年度の継続登録にあたっては、以下の条件のすべてを満たしていることが必要です。 

ア 都立学校の修繕工事等に関して、平日の午前９時から午後６時までの間、機構と連絡体制が

確保されていること。また、時間外や土日祝日・年末年始も可能な範囲で連絡体制が確保され

ていること。 

イ 施工責任者を選任し、その者が工事の監督等を行うことができること。 

ウ 石綿含有建材調査者による石綿事前調査を適切に実施できる体制を有し、石綿含有建材に関

する法令等を遵守して適正に対応できること。 

上記の体制を有しない工事店の場合は、明らかに石綿含有建材の除去や穿孔等の作業を伴わ

ない修繕工事であると判断した案件（設備機器内部部品の交換、樹木伐採、樹木等にある営巣

除去）に限定して業務を行うことに同意すること。 

エ 産業廃棄物の処理（一次保管を含む。）をはじめ、関係法令等を遵守して適正に対応できるこ

と。 

オ 工事の履行に際して必要となる法令等に定める資格の取得及び届出等は、工事店が、その責

任において行うこと。 

カ 「都立学校等小口・緊急修繕工事標準仕様書」等、機構が指定する仕様又は東京都教育委員

会が指定する仕様により工事を行えること。 

キ 機構から業務計画書等の提出や修繕工事に係る各種調査があった場合に対応すること。 

ク 「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報保護の措置を講じることができること。 

 

（２）継続登録の申込みができない方 

（１）の要件を満たしていない方や、以下の各項目のいずれかに該当する方は、工事店への継

続登録の申込みはできません。申込み後においてこれらの事実が明らかになったときは、その

時点で当該申込みの取消しを行います。 

ア 過去１年間において、談合事件により公正取引委員会の処分を受けた者 

イ 過去１年間において、贈賄の容疑により逮捕又は起訴された事件に関わった個人又は法人 

ウ 過去１年間において、東京都、東京都教育員会、機構に関係した談合又は贈賄事件等に関わ

った個人又は法人 

エ 倒産等経営不振により業務の履行が不可能な者 

オ 申請内容又は届出内容に虚偽がある者 

カ 監督官庁の業務停止命令期間中や、東京都又は機構の指名停止措置期間中の者 

キ 東京都暴力団排除条例における排除措置対象者 

ク 法人の代表者又は役員が、他の法人の代表者又は役員を兼ねている者。（この場合、いずれか

の法人のみ、申込みできる。） 

 

（３）申込書類等 

 申込に必要な書類は、以下の「申込書類等一覧表」のとおりです。 

申込書類の１（【令和８年度】都立学校小口・緊急修繕工事店【継続】申込手続き）については、

インターネットによる登録申込フォームより入力ください。１以外の添付書類についても、登録

申込フォームからＰＤＦでアップロードください。 

 

■登録申込フォームのURL → https://logoform.jp/form/8nD6/1479499 

 

 

https://logoform.jp/form/8nD6/1479499
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 なお、申込書類の４及び５については、消費税に関するインボイス制度及び石綿含有建材の事

前調査の有資格者制度の登録状況を確認するものです。 

当機構の両制度への対応ですが、 

① インボイス登録工事店は所定の消費税10％を加算して工事代金を支払い、インボイス非登

録工事店は国税庁の認める経過措置に基づきお支払いたします。 

  ② 石綿含有建材の事前調査の有資格者制度については、当機構で、明らかに石綿含有建材の除  

   去や穿孔等の作業を伴わない修繕工事であると判断した案件（設備機器内部部品の交換、樹木

伐採、樹木等にある営巣除去）以外は、関係法令に則り、石綿含有建材に関する事前調査者

を有している事業者の中から地域性等に基づき発注を行います。 

    

【申込書類等一覧表】 

№ 必要書類 備  考 

１ 

 

【令和8年度】都立学校小口・緊

急修繕工事店【継続】申込手続き 

当機構ホームページの登録申込フォーム（【令和8年

度】都立学校小口・緊急修繕工事店【継続】申込フォ

ーム）に必要事項を入力して送信してください。送信

したら、登録メールアドレスあてに、申込みが完了し

た旨のメールが自動配信されますので、必ず確認くだ

さい。 

２ 【行政書士に登録手続きを委任

する場合は必ず提出】 

委任状（登録手続代理申請用） 

※登録申込フォームに掲載の指

定様式を使用 

所定の書式（様式１－１） 

行政書士に登録手続きを委任する場合以外は、提出は

不要です。 

契約取り交わし時に原本を提出ください。 

３ 

 

 

【代表者以外の名義で契約を希

望する場合、又は代表者印以外を

使用する場合は必ず提出】 

委任状兼使用印鑑届 

（年間代理人申請用） 

※登録申込フォームに掲載の指

定様式を使用 

所定の書式（様式１－２）に記載している委任事項のい

ずれかに該当する場合は、提出してください。 

契約取り交わし時に原本を提出ください。 

４ 

 

消費税に関するインボイス登録

事業者であることを証明する書

類 

 

当機構に報告済みで登録番号の変更が無い場合は原

則、提出不要です。 

 

※登録番号が変更されている場合や、個人事業者の方

で国税庁のサイトで登録番号が確認できない場合は、

証明書類の提出を依頼する場合があります。 

５ 

 

石綿事前調査の有資格者及び雇

用している証明書類 

以下の①及び②の書類を提出してください。 

① 一般建築物または特定建築物石綿含有建材調査者

の資格を証明する書類の写し 

② 同資格取得者の雇用を確認できる公的機関の証明

生類の写し(健康保険被保険者証、雇用保険被保険

者証等) 

※ 申込時に提出していただいた個人情報については、小口・緊急修繕工事店継続登録手続に必

要な場合のみに使用します。 
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（４）申込業種 

登録申込フォームから、３業種まで登録・申込みができます。 

   令和７年度に申込みを行った業種に変更が無い場合は、「変更なし」を選択してください。 

変更及びそれ以外の業種を新たに追加申込みする場合は登録申込画面から選択します。ただし、

複数業種を申し込む場合は、それぞれの施工責任者が必要です（一部、設備機器等メーカーは除

く）。 

登録工事店の業務内容及び申込業種は、以下のとおりです。 

 

 【業務内容】 

ア 都立学校内の雨漏り、給排水管の漏水等の調査及び小破損部分の小口修繕工事 

イ 断水、停電、フェンスの倒壊等の緊急修繕工事 

ウ 迅速性を要する少額の修繕工事 

エ 都立学校の夏・冬・春休み期間中等に行う教室等の改修工事 

オ カラス・スズメバチ等の営巣除去 

カ 業務時間外の修繕工事への協力 

キ 石綿含有建材等の調査業務 

ク その他機構が協力を要請する業務 

 

【申込業種】 

業 種 主な工事例 

建築工事一式 
校舎等の天井・壁・床の補修工事、便所等間仕切り補修工事、木製建具補修

及び新規取替工事、バリアフリー改修工事、外壁落下補修工事 等 

塗装 鉄部塗装工事、外壁塗装工事 等 

内装仕上 
教室・廊下等の壁・天井クロス補修又は張替工事、教室・廊下の床・天井の

仕上げ材補修又は張替工事、カーテンレール設置 等 

ガラス 
窓・扉等ガラス破損取替、サッシビート等取替、シーリングパテ等の打替、

フィルム張替 等 

給排水衛生 
衛生設備補修工事、洋風大便器据付直し、排水設備補修、給水・給湯設備補

修、受水槽及び高架水槽オーバーフロー補修、グラウンド散水機補修 等 

管工事一式 ガス管補修、消防設備配管補修、ボイラー設備配管補修 等 

空調設備 空調機器補修、冷温水発生機等の修理 等 

電気設備一般 
スイッチ、コンセント、配線類の破損補修、照明器具修理・取替、制御盤補

修、換気扇修理・取替、絶縁不良等漏電調査補修 等 

放送設備 校内・外放送設備の故障修理又は機器取替 等 

防水 
校舎・体育館等の屋上雨漏りの調査補修、外壁・窓回り雨漏りの調査補修 

等  

土木 学校内通路陥没補修、外部フェンス破損補修、コンクリート擁壁補修 等 

テレビ共聴設備 共聴施設テレビ映像不良調査補修、電波障害施設不良箇所撤去 等 

金属製建具 
開閉不良による建付調整、防火扉等共用金属製建具腐食補修、自動ドア建具

の修理及び新規設置工事、サッシ補修 等 

シャッター 防火シャッター等の補修及び新規設置工事 
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消防設備 
非常用照明器具不点灯補修、自動火災報知器不良調査補修、非常警報装置不

良調査補修、消防設備法定点検結果に基づく不良箇所の修理 等 

造園・営巣除去 
枯損木処理、樹木の移植、花壇補修又は新設、カラス、スズメバチ等の営巣

の撤去 等 

エレベーター エレベーター故障箇所の修理 等 

通信・インターネ

ット関連設備 

電話回線の破損補修又は増設（配線工事を伴うもの）、インターネット回線

の増設工事 等 

スポーツ関連施設 
固定式スポーツ器具・遊具設備の破損修理又は取替、防球ネット等のグラウ

ンド内スポーツ設備の破損修理又は取替、体育館床補修 等 

プール本体 

 

プール排水口吸込み口防止金具取替、プール防水塗装、ＦＲＰプール破損修

理、ＦＲＰプール槽塗装 等 

プールろ過装置 プールろ過器のろ過材取替、プールろ過器用滅菌器の故障修理又は取替 等 

石綿含有建材等の

調査・除去 

石綿含有建材等の分析調査・報告、除去 等 

 

その他 

例示した業務に該当しない場合（内容を簡潔に御記入ください。） 

※お申込み後、機構で都立学校の小口・緊急修繕に有用か判断したうえで、 

業種分類についても検討します。 

 

（５）希望する担当地区 

登録申込フォームから希望する担当地区を選択できます。令和７年度に申込みを行った工事店担

当地区に変更が無い場合は、「変更なし」を選択してください。工事店担当地区の変更及び追加申込

みをすることも可能です。 

各担当地区に所在する都立学校は、以下の表で確認ください。原則として、希望された地区及び

工事店所在地から近い地区の修繕工事が発注されます。また、担当地区以外でも、専門性の高い工

事等については、事前相談のうえ、発注されることがあります。 

※ 担当地区として登録されているにも関わらず、遠方を理由に工事店担当者が案件を断るケー

スがあります。工事店として、責任をもって対応できる地区を希望するよう、実態に即した登

録をお願いいたします。 

※ 年度途中で担当地区を変更することも可能です。 

【担当地区】 

地

区 
地区内の都立学校名 都立学校所在の区市町名 

東

部

Ａ 

足立、江北、淵江、足立西、足立東、青井、足立新田、 

小台橋、足立工科、葛飾野、南葛飾、葛飾総合、葛飾商業、 

農産、文京盲、葛飾盲、葛飾ろう、水元特別支援、水元小合学

園、足立特別支援、葛飾特別支援、花畑学園 

足立区、葛飾区、文京区 

東

部 

Ｂ 

一橋、日比谷、六本木、青山、広尾、新宿山吹、竹早、向丘、

工芸、白鷗、忍岡、上野、竹台、浅草、蔵前工科、荒川工科、

白鷗附属中学、小石川中等 

千代田区、港区、新宿区、 

文京区、台東区、荒川区、 

渋谷区 

東

部

Ｃ 

三田、八潮、大森、蒲田、つばさ総合、六郷工科、美原、 

芝商業、晴海総合、大田桜台、城南特別支援、墨東特別支援、 

矢口特別支援、墨田特別支援、墨田地区第二特別支援（仮称）、

江東特別支援、港特別支援、白鷺特別支援、品川特別援、青山

特別支援、鹿本学園、城東特別支援、臨海青海特別支援 

中央区、港区、墨田区、 

江東区、品川区、大田区、 

江戸川区 
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東

部 

Ｄ 

両国、日本橋、墨田川、本所、深川、東、城東、小松川、 

江戸川、小岩、葛西南、篠崎、紅葉川、大江戸、江東商業、 

第三商業、墨田工科、葛西工科、科学技術、橘  

墨田区、江東区、江戸川区 

中

部

Ａ 

松原、世田谷泉、芦花、富士、西、豊多摩、杉並、杉並総合、

荻窪、神代、調布北、狛江、中央ろう、光明学園、青鳥特別支

援（仮設校舎）、中野特別支援（仮設校舎）、永福学園、田園調

布特別支援、久我山青光学園、三鷹中等 

大田区、世田谷区、中野区、

杉並区、調布市、狛江市、 

三鷹市 

中

部

Ｂ 

大崎、小山台、雪谷、田園調布、駒場、旧芸術、目黒、新宿、

桜町、千歳丘、深沢、第一商業、世田谷総合、総合工科、 

園芸、総合芸術、国際、桜修館中等 

新宿区、目黒区、大田区、 

渋谷区、品川区、世田谷区 

中

部

Ｃ 

文京、北園、高島、桐ヶ丘、飛鳥、板橋、板橋有徳、大山、 

赤羽北桜、王子総合、北豊島工科、大塚ろう、北特別支援、 

大泉特別支援、王子特別支援、高島特別支援、石神井特別支

援、板橋特別支援、練馬特別支援、志村学園、 

豊島区、北区、板橋区、 

練馬区 

中

部

Ｄ 

戸山、鷺宮、武蔵丘、石神井、井草、大泉、練馬、光丘、 

田柄、大泉桜、第四商業、中野工科、杉並工科、練馬工科、 

農芸、豊島、千早、稔ヶ丘、戸山地区特別支援（仮称） 

新宿区、中野区、杉並区、 

豊島区、練馬区 

西

部

Ａ 

町田、町田総合、野津田、成瀬、小川、山崎、町田工科、 

永山、若葉総合、八王子盲、立川学園、八王子東特別支援、 

八王子特別支援、七生特別支援、町田の丘学園、町田の丘学

園、調布特別支援、多摩桜の丘学園、南大沢学園、府中けやき

の森学園、武蔵台学園、八王子西特別支援、八王子南特別支

援 

町田市、日野市、多摩市、 

稲城市、八王子市、立川市、

調布市、府中市 

西

部

Ｂ 

富士森、片倉、八王子東、八王子北、松が谷、日野、日野台、

南平、翔陽、八王子拓真、八王子桑志、立川、立川緑、砂川、

昭和、調布南、府中、府中東、府中西、国立、第五商業、府中

工科、農業、立川国際中等（※附属小含）、南多摩中等 

八王子市、立川市、府中市、

昭島市、調布市、日野市、 

国立市 

西

部

Ｃ 

武蔵、武蔵野北、小金井北、保谷、久留米西、田無、清瀬、 

東久留米総合、多摩科学技術（小金井工科含む）、田無工科、

小平特別支援、村山特別支援（仮設校舎）、あきる野学園、 

羽村特別支援、小金井特別支援、清瀬特別支援（仮設校舎）、

田無特別支援、青峰学園、東久留米特別支援、 

武蔵野市、青梅市、小金井市、

小平市、清瀬市、東久留米市、

武蔵村山市、西東京市、 

あきる野市、羽村市 

西

部

Ｄ 

拝島、東大和、武蔵村山、東大和南、多摩、福生、秋留台、 

羽村、五日市、青梅総合、上水、多摩工科、瑞穂農芸、小平、

小平西、小平南、東村山、東村山西、国分寺、北多摩地区特別

支援（仮称） 

青梅市、昭島市、小平市、 

東村山市、国分寺市、福生市、

東大和市、武蔵村山市、瑞穂

町、あきる野市、羽村市 

 

６ 工事店契約 

  登録工事店との工事店契約は、以下のとおり行います。 

（１） 登録申込フォームの回答等により、申込者の要件を審査します。 

（２） 工事店登録の審査結果は、申込者全員に通知します（令和８年５月中旬頃予定）。 

（３） 登録工事店として決定した工事店に、機構が定める積算要領及び積算単価をお示しし、機構の

指定する様式を使用して、完了報告及び請求をすることに同意した工事店と、機構の契約規程に

基づき、工事店契約を締結します。 
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（４） 契約期間は、令和８年７月１日から令和９年６月３０日までの１年間となります。 

（５） 申込みから契約までの間に「９ 契約の解除」の事由に該当することとなった場合は、契約を

締結できません。 

（６） その他、契約手続きに関しては、改めて機構から連絡します。 

 

７ 工事の発注 

  工事店契約を締結した登録工事店への発注は、以下のとおり行います。 

なお、工事の内容については、特定の業種に偏っていたり、石綿含有建材の対応等の専門性を有

する工事もあったりするため、工事店契約を締結した場合でも、年間を通じて発注がないこともあ

りますので、あらかじめご了承ください。 

（１）当機構では、インターネットを使用した「都立学校施設維持管理システム」を利用して、発注

依頼等しますので、原則としてシステムの利用をお願いします。 

※１ 現在、システムを利用されている工事店の皆様は、引き続き、これまでと同様のＩＤ・パ

スワードを御使用できます (ただし、パスワードは６ヶ月ごとに変更する必要があります。)。 

※２ システムを使用できない工事店には、ＦＡＸにより「修繕発注書」を送付します。 

（２）税込４００万円以下の小口・緊急修繕工事を発注します。 

なお、明らかに石綿含有建材の除去や穿孔等の作業を伴わない修繕工事であると判断した案件

を除き、現場調査時に石綿事前調査を実施し、事前調査結果報告書を当機構に提出願います。 

また、大気汚染防止法に基づき、原則税込１００万円以上の修繕工事については、石綿事前調

査結果を都環境局や労働基準監督署へ、監督官庁が運営する「石綿事前調査結果報告システム」

により報告する必要があります。報告完了後、提出控え（PDF）を当機構に提出願います。石綿

事前調査の結果報告後、学校担当者と工事日程等を調整のうえ施工願います。 

（３）工事等の検査については、学校での作業終了後に、学校担当者の確認印を押印してもらった完 

了確認印簿、システムから印刷した完了報告書兼請求書、工事写真等を送付していただき、当機

構職員が検査を行うとともに、当機構の積算要領・単価表に基づき工事代金の積算確認を行いま

す。また、工事金額の大きな工事の場合は、実地検査も行います。 

 

８ 業務内容の評定 

（１）評定方法 

   契約期間内の業務の実施状況、履行内容等により評定をします。 

（２）評定項目 

ア 現場対応（都立学校担当者への連絡、機構担当者への連絡・報告、現場での適切な対応等） 

イ 事務手続き（完了報告書兼請求書の迅速・正確な提出等） 

ウ 法令遵守（建設産業廃棄物の適正な処理、ディーゼル車規制等） 

（３）業務の実施状況が不良な場合に対する改善指示 

   以下のように業務の実施状況が不良な場合、当機構から改善指示を行う場合があります。 

  ア 正当な事由がない受注拒否 

  イ 現場対応が不適切   

ウ 完了報告書兼請求書や写真等添付書類提出の遅延・不備 

  エ 建設産業廃棄物計画書や処理報告書の提出、産業廃棄物処理等が不適切 

※ 上記（３）の事例に該当する工事店については、機構が改善指示を行い、改善されない場

合には、次年度の登録工事店継続申込みを受付けできない場合があります。 
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９ 契約の解除 

  以下の（１）～（４）の事由に該当する場合は、契約期間中であっても工事店契約を解除するこ

とがあります。ただし、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第５条第１項に該当することが判明

した場合には、契約期間中であっても、直ちに工事店契約を解除します。 

（１）機構が東京都教育委員会との業務委託契約を終了又は解除したとき。 

（２）工事店の業務の遂行が著しく不良であると認められるとき（正当な理由がなく工事の受注を拒

んだ場合を含む。）、又は改善指示を２回受けたとき。 

（３）登録工事店制度における申請内容又は届出内容に虚偽があるとき。 

（４）工事店が談合事件により公正取引委員会の行政処分を受けたとき。 

 

10 その他 

   工事店は、発注を受けてから原則 30日以内に施工完了し「完了報告書兼請求書」（以下「請求

書」という。）を機構に送付することになります。 

なお、会計年度は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までであるため、当該会計年度内に

発注・施工完了した工事は、令和９年３月３１日までに請求書を機構に送付していただく必要があ

ります。例えば、令和９年３月に発注・施工完了した工事であっても、令和９年３月31日までに

請求書を送付することになるのでご留意ください。 

 


